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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤が投与された被検体を超音波で撮影することで取得された、時系列に沿った複数
の超音波画像データを受けて、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに対して肝腫
瘍の領域を設定する腫瘍領域設定手段と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記肝腫瘍の
領域における画素値の時間変化を示す第１時間変化を求める第１時間変化算出手段と、
　前記第１時間変化の第１ピーク点を特定し、前記第１ピーク点の時間と画素値とを求め
る第１ピーク検出手段と、
　前記第１時間変化に基づいて特定した２つの前記第１ピーク点のうち相対的に早い時間
における前記第１ピーク点の画素値と、相対的に遅い時間における前記第１ピーク点の画
素値とに基づいて、前記肝腫瘍の悪性度を判定する第１判定手段と、
　前記第１判定手段によって判定された前記悪性度を表示手段に表示させる表示制御手段
と、
　を有することを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１時間変化算出手段は、前記設定された肝腫瘍の領域における画素値の平均値を
各超音波画像データについて求めることで、前記肝腫瘍の領域における画素値の平均値の
時間変化を前記第１時間変化として求めることを特徴とする請求項１に記載の医用画像処
理装置。
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【請求項３】
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに表わされた門脈の領域に関心領域を設定
する関心領域設定手段と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記関心領域
における画素値の時間変化を示す第２時間変化を求める第２時間変化算出手段と、
　前記第１時間変化算出手段によって求められた前記第１時間変化と、前記第２時間変化
算出手段によって求められた前記第２時間変化とに基づいて、動脈のみが前記造影剤によ
って染影されている時相と、前記動脈及び前記門脈の両方が前記造影剤によって染影され
ている時相との境界の時間を特定する時間特定手段と、
　を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記時間特定手段によって特定された前記境界の時間を、前記表
示手段に表示させることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記第２時間変化算出手段によって求められた前記第２時間変化の第２ピーク点を特定
し、前記第２ピーク点の時間を求める第２ピーク検出手段を更に有し、
　前記時間特定手段は、前記第１ピーク検出手段によって求められた前記第１ピーク点の
時間と、前記第２ピーク点検出手段によって求められた前記第２ピーク点の時間との差を
求め、前記第２時間変化が示す前記造影剤による染影開始の時間に前記差を加えた時間を
、前記境界の時間として求めることを特徴とする請求項３に記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記肝腫瘍における画素値の平均値及び標準偏差の時間変化を表す染影パターンを、前
記肝腫瘍の種別ごとに分類した種別染影パターンとして記憶する種別染影パターン記憶手
段と、
　前記時間特定手段によって求められた前記境界の時間に基づいて、前記時系列に沿った
複数の超音波画像データを、動脈相において取得された超音波画像データと、門脈相にお
いて取得された超音波画像データとに分類し、前記分類に従って、前記動脈相における前
記肝腫瘍の画素値の平均値及び標準偏差の時間変化、又は、前記門脈相における前記肝腫
瘍の画素値の平均値及び標準偏差の時間変化を求め、前記種別染影パターン記憶手段に記
憶されている前記種別染影パターンと、前記動脈相における前記時間変化又は前記門脈相
における前記時間変化とのパターンマッチングにより、前記肝腫瘍の種別を判定する種別
判定手段と、
　を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記種別判定手段によって判定された前記肝腫瘍の種別を、前記
表示手段に表示させることを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の医用画像処理装置
。
【請求項６】
　前記肝腫瘍における前記造影剤の染影を時系列に沿って表す染影パターンを、前記肝腫
瘍の種別ごとに分類した種別染影パターンとして記憶する種別染影パターン記憶手段と、
　前記肝腫瘍設定手段によって設定された前記肝腫瘍の種別を、前記種別染影パターン記
憶手段に記憶されている前記種別染影パターンに基づいて判定する種別判定手段と、
　を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記種別判定手段によって判定された前記肝腫瘍の種別を、前記
表示手段に表示させることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の医用画
像処理装置。
【請求項７】
　前記種別染影パターン記憶手段は、前記肝腫瘍における画素値の平均値及び標準偏差の
時間変化を前記種別染影パターンとして記憶し、
　前記種別判定手段は、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設
定された前記肝腫瘍における画素値の平均値及び標準偏差の時間変化を求め、前記種別染
影パターンに記憶されている前記種別染影パターンと前記時間変化とのパターンマッチン
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グにより、前記肝腫瘍の種別を判定することを特徴とする請求項６に記載の医用画像処理
装置。
【請求項８】
　前記種別染影パターン記憶手段は、原発性肝癌、転移性肝癌、及び血管腫を含む肝腫瘍
の種別ごとの種別染影パターンを記憶し、
　前記種別判定手段は、前記肝腫瘍の種別を、原発性肝癌、転移性肝癌、及び血管腫のい
ずれかとして判定することを特徴とする請求項５から請求項７のいずれかに記載の医用画
像処理装置。
【請求項９】
　造影剤が投与された被検体を超音波で撮影することで、時系列に沿った複数の超音波画
像データを取得する超音波画像取得手段と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに対して肝腫瘍の領域を設定する肝腫瘍領
域設定手段と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記肝腫瘍の
領域における画素値の時間変化を示す第１時間変化を求める第１時間変化算出手段と、
　前記第１時間変化の第１ピーク点を特定し、前記第１ピーク点の時間と画素値とを求め
る第１ピーク検出手段と、
　前記第１時間変化に基づいて特定した２つの前記第１ピーク点のうち相対的に早い時間
における前記第１ピーク点の画素値と、相対的に遅い時間における前記第１ピーク点の画
素値とに基づいて、前記肝腫瘍の悪性度を判定する第１判定手段と、
　前記第１判定手段によって判定された前記悪性度を表示手段に表示させる表示制御手段
と、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに表わされた門脈の領域に関心領域を設定
する関心領域設定手段と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記関心領域
における画素値の時間変化を示す第２時間変化を求める第２時間変化算出手段と、
　前記第１時間変化算出手段によって求められた前記第１時間変化と、前記第２時間変化
算出手段によって求められた前記第２時間変化とに基づいて、動脈のみが前記造影剤によ
って染影されている時相と、前記動脈及び前記門脈の両方が前記造影剤によって染影され
ている時相との境界の時間を特定する時間特定手段と、
　を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記時間特定手段によって特定された前記境界の時間を、前記表
示手段に表示させることを特徴とする請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　造影剤が投与された被検体を超音波で撮影することで取得された、時系列に沿った複数
の超音波画像データを受けて、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに対して肝腫
瘍の領域を設定する肝腫瘍領域設定機能と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記肝腫瘍の
領域における画素値の時間変化を示す第１時間変化を求める第１時間変化算出機能と、
　前記第１時間変化の第１ピーク点を特定し、前記第１ピーク点の時間と画素値とを求め
る第１ピーク検出機能と、
　前記第１時間変化に基づいて特定した２つの前記第１ピーク点のうち相対的に早い時間
における前記第１ピーク点の画素値と、相対的に遅い時間における前記第１ピーク点の画
素値とに基づいて、前記肝腫瘍の悪性度を判定する第１判定機能と、
　前記第１判定機能により判定された前記悪性度を表示装置に表示させる表示制御機能と
、
　を実行させることを特徴とする医用画像処理プログラム。
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【請求項１２】
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに表わされた門脈の領域の指定を受け付け
て、前記指定された前記門脈の領域に関心領域を設定する関心領域設定機能と、
　前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記関心領域
における画素値の時間変化を示す第２時間変化を求める第２時間変化算出機能と、
　前記第１時間変化算出手段によって求められた前記第１時間変化と、前記第２時間変化
算出手段によって求められた前記第２時間変化とに基づいて、動脈のみが前記造影剤によ
って染影されている時相と、前記動脈及び前記門脈の両方が前記造影剤によって染影され
ている時相との境界の時間を特定する時間特定機能と、
　を前記コンピュータに更に実行させ、
　前記表示制御機能は、前記時間特定機能によって特定された前記境界の時間を、前記表
示装置に表示させることを特徴とする請求項１１に記載の医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、造影剤が投与された被検体を撮影することで得られた超音波画像に基づい
て、腫瘍の判定を行う医用画像処理装置、超音波診断装置、及び医用画像処理プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「悪性新生物（癌）」、「心臓疾患」、及び「脳血管疾患（脳卒中）」は、日本におけ
る三大死因の一つに挙げられている。特に、癌は、三大死因の中でも最も死亡者数が多く
、総死亡数の３０％を占める。
【０００３】
　発生部位に基づいて癌を分類した場合、日本における癌患者は、患者数の多い順に肺癌
、胃癌、大腸癌、肝臓癌となる。しかし、胃癌や大腸癌の患者における５年相対生存率は
、６０％前後と比較的高い値を示すのに対し、肺癌や肝臓癌の患者における５年相対生存
率は、１８％前後と低い値となっており、肺癌や肝臓癌の治療予後は、不良であることが
知られている。
【０００４】
　肝臓に発生する腫瘍である肝腫瘍は、原発性肝癌、転移性肝癌、血管腫の３つに大別さ
れる。原発性肝癌は、肝細胞由来の悪性腫瘍である。転移性肝癌は、他の臓器に発生した
癌細胞が肝臓に転移したことにより発生した２次性の悪性腫瘍である。原発性肝癌及び転
移性肝癌は、肝臓癌に繋がる肝腫瘍とされる。一方、血管腫（肝血管腫）は、大小の血管
が無数に絡み合ってできた良性腫瘍である。しかし、ごくまれに、肝血管腫に似た形態を
有する原発性肝癌や転移性肝癌が発生する場合があるため、経過観察が必要となる。
【０００５】
　また、原発性肝癌は、腫瘍化した肝細胞の分化度（肝細胞の成熟度合）に応じて、悪性
度が異なる。具体的には、腫瘍化した時期における肝細胞の分裂回数が少ないほど（肝幹
細胞から肝細胞への分化の進行度合が未熟なほど）、悪性度が高くなる。
【０００６】
　従って、肝腫瘍を発見した場合には、発見された肝腫瘍が「原発性肝癌、転移性肝癌、
血管腫」のいずれかに該当するのか、また、発見された肝腫瘍が原発性肝癌であるならば
、その悪性度（分化度）がどのようなレベルに該当するのかを早急に鑑別して肝腫瘍の特
徴に応じた治療計画を立案することが、肝臓癌の治療予後を改善するために必要となる。
【０００７】
　そこで、肝腫瘍の鑑別を、造影剤を用いた超音波診断で行う研究が進められている。具
体的には、静脈内投与が可能なマイクロバブル（微小気泡）を超音波造影剤として用いて
、超音波画像を撮影する造影エコー法により、肝腫瘍の鑑別を行うものである。
【０００８】
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　造影エコー法においては、血管内に導入されたマイクロバブルによって血流信号が増強
されるので、医師は、造影剤を用いた超音波画像を参照することで、血流動態を明瞭に観
察することが可能となる。さらに、マイクロバブルは、血管を介して肝臓のＫｕｐｆｆｅ
ｒ細胞に取り込まれて特異的に貧食される性質がある。肝腫瘍では、正常組織よりＫｕｐ
ｆｆｅｒ細胞が減少していることから、マイクロバブルの取り込み度合が低くなり、その
結果、肝腫瘍ではマイクロバブルによりエコー反射が低信号となる。このため、医師は、
造影剤を用いた超音波画像を参照することで、肝腫瘍の形態を明瞭に観察することが可能
となる。
【０００９】
　ここで、超音波造影剤によって染影される肝臓内の構造物は、血管、門脈、肝実質に大
別される。以下に、超音波造影剤を被検体に注入してから血管、門脈、肝実質が順番に染
影されるまでの流れを簡単に説明する。
【００１０】
　まず、被検体に注入された造影剤が血管を通って肝臓に流入するため、血管が染影され
る（血管相早期又は動脈相：造影剤注入から約４０秒後までの時間帯）。そして、造影剤
が門脈へ流入するため、門脈が染影される（血管相後期又は門脈相：造影剤注入から約９
０秒後を中心にした時間帯）。その後、流入した造影剤は肝細胞に取り込まれ、肝実質が
染影されるとともに、血管や門脈にあった造影剤が血流によって押し流されるため、血管
や門脈が染影されなくなる（実質相：造影剤注入から約５分後を中心とした時間帯）。
【００１１】
　近年、肝腫瘍における血管相早期から血管相後期を経て実質相に至る時系列に沿った染
影パターンの詳細な解析が行われている。その結果、「原発性肝癌、転移性肝癌、血管腫
」それぞれの肝腫瘍の種別には、時系列に沿った染影パターンに特異的な傾向があること
が明らかになっている（例えば、非特許文献１参照）。さらに、原発性肝癌においては、
分化度に応じて時系列に沿った染影パターンに特異的な傾向があることが明らかになって
いる（例えば、非特許文献２参照）。
【００１２】
　ここで、肝腫瘍の種別ごとの染影パターンについて、図１３を参照して説明する。図１
３は、肝腫瘍の種別ごとの染影パターンを説明するための図である。なお、図１３は、時
系列に沿って取得された超音波画像を示す図であり、肝腫瘍を中心とした周囲の染影パタ
ーンを模式的に示したものである。
【００１３】
　図１３に示すように、原発性肝癌の染影パターンは、血管相早期から血管相後期にかけ
て、肝腫瘍の領域全体が次第に染影された後、実質相において、内部領域を除く肝腫瘍の
一部及び肝腫瘍の周囲にある肝実質が染影される傾向にある。
【００１４】
　また、転移性肝癌の染影パターンは、血管相早期から血管相後期にかけて、肝腫瘍の境
界を中心に外側から内側にいたる領域が次第に染影された後、実質相において、肝腫瘍の
全体が染影されず、肝腫瘍の周囲にある肝実質が染影される傾向にある。
【００１５】
　また、血管腫の染影パターンは、血管相早期から血管相後期にかけて、肝腫瘍の内部領
域を除く領域が次第に染影された後、実質相にかけて、内部領域を除く肝腫瘍の一部及び
肝腫瘍の周囲の肝実質が染影される傾向にある。
【００１６】
　次に、原発性肝癌の分化度ごとの染影パターンについて、図１４を参照して説明する。
図１４は、原発性肝癌の分化度ごとの染影パターンを説明するための図である。なお、図
１４は、肝腫瘍が原発性肝癌であった場合の肝腫瘍領域内の染影パターンを模式化して示
したものである。
【００１７】
　原発性肝癌と鑑別される肝腫瘍において、腫瘍化した肝細胞の分化度が高く、悪性であ
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るか良性であるかの境界病変の場合は、図１４のＡパターンに示すように、「血管相早期
：染影なし、血管相後期：弱い染影、実質相：弱い染影」となる傾向にある。
【００１８】
　また、原発性肝癌と鑑別される肝腫瘍において、高分化の肝細胞が悪性腫瘍化した場合
は、Ｂパターンに示すように、血管相早期、血管相後期、及び実質相を通して「弱い染影
」となる傾向にある。
【００１９】
　また、Ｂパターンの場合から腫瘍化した肝細胞の分化度が低くなるにつれて（悪性度が
高くなるにつれて）、Ｃパターン、Ｄパターン、及びＥパターンに示すような染影パター
ンを示す。すなわち、Ｃパターンでは、「血管相早期：弱い染影、血管相後期：周期の肝
実質と同程度の染影、実質相：周囲の肝実質と同程度の染影」となる傾向にある。Ｃパタ
ーンより分化度が低いＤパターンでは、「血管相早期：弱い染影、血管相後期：染影なし
、実質相：染影なし」となる傾向にある。Ｄパターンより分化度が低い中分化のＥパター
ンでは、「血管相早期：強い染影、血管相後期：弱い染影、実質相：染影なし」となる傾
向にある。
【００２０】
　すなわち、図１３及び図１４に示すような近年の研究結果により判明した肝腫瘍の染影
パターンと、超音波造影剤によって染影された肝臓を表す超音波画像とを比較読影するこ
とにより、医師は、肝腫瘍の鑑別を行うことができる。
【００２１】
　ところで、上述した従来技術では、客観性のある肝腫瘍の鑑別結果を迅速に得られない
という課題があった。
【００２２】
　すなわち、上述した従来技術において、医師は、並列表示された各時相における超音波
画像を目視して、各時相における染影パターンを判別する。そして、医師は、判別した染
影パターンの時系列に伴う変化の組み合わせを把握したうえで、肝腫瘍の種別を鑑別する
。このように鑑別には主観的要素が含まれるため、鑑別結果の客観性が欠け、また、鑑別
自体に時間がかかる問題があった。
【００２３】
　また、図１４に示すように、肝腫瘍が原発性肝癌である場合、参照される染影パターン
は様々な傾向にあり、目視により原発性肝癌の悪性度を鑑別するうえでも、鑑別結果の客
観性に欠け、また、鑑別自体に時間がかかる問題があった。
【００２４】
　そこで本出願人は、客観性のある肝腫瘍の鑑別結果を迅速に得ることが可能な画像処理
装置、超音波診断装置、及び画像処理プログラムについて特許出願をした（特願２００８
－１７０４０８）。この特許出願に係る発明においては、造影剤が投与された被検体を超
音波で時系列に沿って撮影することで、複数の超音波画像を取得する。そして、時系列に
沿った造影剤の染影パターンを肝腫瘍の種別ごとに分類した種別染影パターンに基づいて
、複数の超音波画像において設定された肝腫瘍の種別を判定する。このように、造影剤の
染影パターンを定量的に分析して、肝腫瘍の種別を判定するものである。
【００２５】
　ところで、肝腫瘍領域内の血流動態を分析することによって、肝腫瘍の鑑別を行えると
いう報告がある（例えば、非特許文献３参照）。すなわち、肝腫瘍内の血流量や、動脈の
血流量と門脈の血流量とのいずれかが支配的であるかという情報から、悪性度を判断する
方法である。ここで、肝腫瘍の悪性度（分化度）と血流量との相関について、図１５を参
照して説明する。図１５は、肝腫瘍の悪性度と血流量との相関を示す図である。
【００２６】
　図１５には、健全な肝細胞を栄養する動脈血流量、腫瘍を栄養する動脈血流量、及び門
脈血流量と、肝腫瘍の悪性度との相関が示されている。例えば、門脈の血流量が動脈の血
流量よりも多く、門脈の血流量の方が支配的な場合、肝腫瘍の悪性度は、悪性度が低い分
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類１に分類される。一方、腫瘍を栄養する動脈血流量が増え、健全な肝細胞を栄養する動
脈血流量と門脈血流量とが減少すると、悪性度は徐々に高くなる。腫瘍を栄養する動脈血
流量のみになると、肝腫瘍の悪性度は、悪性度が最も高い分類６に分類される。
【００２７】
　以上のように、動脈の血流量と門脈の血流量との支配関係に基づいて、肝腫瘍の悪性度
を判断することが可能となる。しかしながら、上記の特許出願（特願２００８－１７０４
０８）には、動脈の血流量と門脈の血流量との支配関係に基づいて、肝腫瘍の悪性度を判
定する方法は記載されていない。
【００２８】
　また、上記の特許出願（特願２００８－１７０４０８）には、血管相早期（動脈相）と
血管相後期（門脈相）との境界の時間を求める方法は記載されていない。ここで、動脈相
は、造影剤注入後に動脈のみが強く染影される時相である。また、門脈相は、動脈相の後
に門脈が染影される時相である。しかしながら、門脈相においては、動脈から造影剤が完
全に抜けきっていないため、この時相では、動脈及び門脈の両方が染影されている状態で
ある。従来においては、動脈相と門脈相との境界の時相を定量的に求める方法が確立され
ていない。そのため、医師が超音波画像を目視して、主観的に境界の時相を判断している
。このように、動脈相と門脈相との境界の時相が客観的に求められていないため、動脈相
における染影パターンの作成精度や、肝腫瘍の種別判定の精度に影響を与える可能性があ
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２９】
【非特許文献１】レボビスト造影超音波による肝腫瘍性病変の鑑別診断．Ｒａｄ　Ｆａｎ
　Ｖｏｌ．２　Ｎｏ．２：６２－６５，２００４
【非特許文献２】肝細胞癌（ＨＣＣ）の造影所見：レボビストを用いた分化度診断の試み
、Ｒａｄ　Ｆａｎ　Ｖｏｌ．２　Ｎｏ．２：６６－６８，２００４
【非特許文献３】Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　Ｂｌｏｏｄ　Ｓｕ
ｐｐｌｙ　ａｎｄ　Ｇｒａｄｅ　ｏｆ　Ｍａｌｉｇｎａｎｃｙ　ｏｆ　Ｈｅｐａｔｏｃｅ
ｌｌｕｌａｒ　Ｎｏｄｕｌｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｌｉｖｅｒ　Ｃｉｒ
ｒｈｏｓｉｓ：Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｂｙ　ＣＴ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｉｎｔｒａａｒｔｅ
ｒｉａｌ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒａｓｔ　Ｍｅｄｉｕｍ．ＡＪＲ：１７
２，Ａｐｒｉｌ　１９９９　Ｐ．９６９－９７６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　この発明は上記の問題点を解決するものであり、動脈の血流量と門脈の血流量とに基づ
いて、肝腫瘍の悪性度を判定することが可能な医用画像処理装置、超音波診断装置、及び
医用画像処理プログラムを提供することを目的とする。また、動脈相と門脈相との境界の
時間を定量的に特定することが可能な医用画像処理装置、超音波診断装置、及び医用画像
処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　請求項１に記載の発明は、造影剤が投与された被検体を超音波で撮影することで取得さ
れた、時系列に沿った複数の超音波画像データを受けて、前記時系列に沿った複数の超音
波画像データに対して肝腫瘍の領域を設定する腫瘍領域設定手段と、前記時系列に沿った
複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記肝腫瘍の領域における画素値の
時間変化を示す第１時間変化を求める第１時間変化算出手段と、前記第１時間変化の第１
ピーク点を特定し、前記第１ピーク点の時間と画素値とを求める第１ピーク検出手段と、
前記第１時間変化に基づいて特定した２つの前記第１ピーク点のうち相対的に早い時間に
おける前記第１ピーク点の画素値と、相対的に遅い時間における前記第１ピーク点の画素
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値とに基づいて、前記肝腫瘍の悪性度を判定する第１判定手段と、前記第１判定手段によ
って判定された前記悪性度を表示手段に表示させる表示制御手段と、を有することを特徴
とする医用画像処理装置である。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の医用画像処理装置であ
って、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに表わされた門脈の領域に関心領域を
設定する関心領域設定手段と、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、
前記設定された前記関心領域における画素値の時間変化を示す第２時間変化を求める第２
時間変化算出手段と、前記第１時間変化算出手段によって求められた前記第１時間変化と
、前記第２時間変化算出手段によって求められた前記第２時間変化とに基づいて、動脈の
みが前記造影剤によって染影されている時相と、前記動脈及び前記門脈の両方が前記造影
剤によって染影されている時相との境界の時間を特定する時間特定手段と、を更に有し、
前記表示制御手段は、前記時間特定手段によって特定された前記境界の時間を、前記表示
手段に表示させることを特徴とする。
　また、請求項９に記載の発明は、造影剤が投与された被検体を超音波で撮影することで
、時系列に沿った複数の超音波画像データを取得する超音波画像取得手段と、前記時系列
に沿った複数の超音波画像データに対して肝腫瘍の領域を設定する肝腫瘍領域設定手段と
、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記肝腫瘍の
領域における画素値の時間変化を示す第１時間変化を求める第１時間変化算出手段と、前
記第１時間変化の第１ピーク点を特定し、前記第１ピーク点の時間と画素値とを求める第
１ピーク検出手段と、前記第１時間変化に基づいて特定した２つの前記第１ピーク点のう
ち相対的に早い時間における前記第１ピーク点の画素値と、相対的に遅い時間における前
記第１ピーク点の画素値とに基づいて、前記肝腫瘍の悪性度を判定する第１判定手段と、
前記第１判定手段によって判定された前記悪性度を表示手段に表示させる表示制御手段と
、有することを特徴とする超音波診断装置である。
　また、請求項１１に記載の発明は、コンピュータに、造影剤が投与された被検体を超音
波で撮影することで取得された、時系列に沿った複数の超音波画像データを受けて、前記
時系列に沿った複数の超音波画像データに対して肝腫瘍の領域を設定する肝腫瘍領域設定
機能と、前記時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、前記設定された前記肝
腫瘍の領域における画素値の時間変化を示す第１時間変化を求める第１時間変化算出機能
と、前記第１時間変化の第１ピーク点を特定し、前記第１ピーク点の時間と画素値とを求
める第１ピーク検出機能と、前記第１時間変化に基づいて特定した２つの前記第１ピーク
点のうち相対的に早い時間における前記第１ピーク点の画素値と、相対的に遅い時間にお
ける前記第１ピーク点の画素値とに基づいて、前記肝腫瘍の悪性度を判定する第１判定機
能と、前記第１判定機能により判定された前記悪性度を表示装置に表示させる表示制御機
能と、を実行させることを特徴とする医用画像処理プログラムである。
【発明の効果】
【００３２】
　この発明によると、時系列に沿った複数の超音波画像データに基づいて、肝腫瘍領域に
おける画素値の時間変化のピーク点を求め、そのピーク点の時間と輝度値とに基づいて、
肝腫瘍の悪性度を客観的に判定することが可能となる。すなわち、ピークの時間と輝度値
とを求めることで、動脈への血流量と門脈への血流量との相対的な関係を特定することが
可能となり、その結果、その相対的な関係に基づいて、肝腫瘍の悪性度を客観的に判定す
ることが可能となる。
【００３３】
　また、肝腫瘍領域における画素値の時間変化と、門脈に設定された関心領域における画
素値の時間変化とを比較することで、動脈相と門脈相との境界の時間を定量的に特定する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】この発明の実施形態に係る医用画像処理装置を示すブロック図である。
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【図２】超音波画像に表わされた肝腫瘍領域を示す図である。
【図３】門脈領域に対する関心領域（ＲＯＩ）の設定例を示す図である。
【図４】肝腫瘍領域におけるＴＩＣを示す図である。
【図５】肝腫瘍領域におけるＴＩＣを示す図である。
【図６】様々な状態におけるＴＩＣを示す図である。
【図７】肝腫瘍の判定処理を説明するためのフローチャートである。
【図８】血管相早期と血管相後期との境界の時間を特定するための処理を示すフローチャ
ートである。
【図９】肝腫瘍領域におけるＴＩＣと、門脈領域に対する関心領域（ＲＯＩ）におけるＴ
ＩＣとを示す図である。
【図１０】肝腫瘍領域におけるＴＩＣと、門脈領域に対する関心領域（ＲＯＩ）における
ＴＩＣとを示す図である。
【図１１】肝腫瘍の種別ごとの染影パターンを説明するための図である。
【図１２】肝腫瘍領域におけるＴＩＣと、門脈ＲＯＩにおけるＴＩＣとを示す図である。
【図１３】肝腫瘍の種別ごとの染影パターンを説明するための図である。
【図１４】原発性肝癌の分化度ごとの染影パターンを説明するための図である。
【図１５】肝腫瘍の悪性度と血流量との相関を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　この発明の実施形態に係る医用画像処理装置、超音波診断装置、及び医用画像処理プロ
グラムについて説明する。まず、この発明の実施形態に係る医用画像処理装置について図
１を参照して説明する。図１は、この発明の実施形態に係る医用画像処理装置を示すブロ
ック図である。
【００３６】
　この実施形態に係る医用画像処理装置１は、領域設定部３、解析部４、種別判定部５、
表示制御部６、表示部７、画像記憶部２１、種別染影パターン記憶部２２、及び、判定結
果記憶部２３を備えている。また、医用画像処理装置１は、超音波画像取得装置８に接続
されている。
【００３７】
（超音波画像取得装置８）
　超音波画像取得装置８は超音波プローブを備え、被検体に超音波を送信し、被検体から
の反射波を受信して、その反射波に基づいて超音波画像データを生成する。超音波画像取
得装置８にて取得された超音波画像データは、医用画像処理装置１に出力されて、画像記
憶部２１に記憶される。例えば、超音波画像取得装置８は、被検体内の３次元領域を超音
波で撮影することで、撮影された時間が異なる複数のボリュームデータ（時系列に沿った
複数のボリュームデータ）を取得する。また、超音波画像取得装置８は、被検体内の断面
を超音波で撮影することで、撮影された時間が異なる複数の断層像データ（時系列に沿っ
た複数の断層像データ）を取得しても良い。このように、超音波画像取得装置８は、時系
列に沿った複数の超音波画像データを取得する。
【００３８】
　超音波画像取得装置８は、静脈内投与が可能なマイクロバブル（微小気泡）を超音波造
影剤として用いて超音波画像データを取得する造影エコー法を実行可能な装置である。点
滴又は血管注射によって被検体内に注入された超音波造影剤は血流に乗って体内を移動し
、目的臓器に達する。この実施形態では、超音波画像取得装置８は、超音波造影剤が投与
された被検体の肝臓を対象として撮影することで、時系列に沿った複数の超音波画像デー
タを取得する。被検体に投与された超音波造影剤は肝臓に流入する。その間、超音波画像
取得装置８は撮影をしているため、超音波造影剤が肝臓に流入する様子が表された時系列
に沿った複数の超音波画像データを取得することができる。なお、超音波画像取得装置８
が、この発明の「超音波画像取得手段」の１例に相当する。
【００３９】
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　なお、以下では、超音波画像取得装置８によって撮影が行われている間、すなわち、超
音波造影剤を被検体に注入してから、血管が染影される血管相早期（動脈相）、門脈が染
影される血管相後期（門脈相）、肝実質が染影されるとともに、血管や門脈が染影されな
くなる実質相に到る間において、超音波プローブの位置が固定されており、超音波画像に
おける被検体の肝臓の位置が一定である場合について説明する。ただし、超音波プローブ
の位置がずれて、超音波画像における被検体の肝臓の位置が一定でない場合であっても、
この発明は適用可能である。
【００４０】
（画像記憶部２１）
　画像記憶部２１は、超音波画像取得装置８による撮影によって取得された、撮影された
時間が異なる複数の超音波画像データ（時系列に沿った複数の超音波画像データ）を記憶
する。具体的には、画像記憶部２１は、超音波造影剤が投与された被検体の肝臓を対象と
して超音波画像取得装置８が撮影した時系列に沿った複数の超音波画像データを記憶する
。
【００４１】
（領域設定部３）
　領域設定部３は、腫瘍領域設定部３１と門脈領域設定部３２とを備えている。領域設定
部３は、時系列に沿った複数の超音波画像データを画像記憶部２１から読み込み、複数の
超音波画像に対して肝腫瘍領域と門脈領域とを設定する。例えば、操作者が、図示しない
操作部を用いて、鑑別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像データを指定すると、
領域設定部３は、その指定に従って、鑑別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像デ
ータを画像記憶部２１から読み込み、各超音波画像に対して肝腫瘍領域と門脈領域とを設
定する。以下、腫瘍領域設定部３１の処理内容と門脈領域設定部３２の処理内容とについ
て説明する。
【００４２】
（腫瘍領域設定部３１）
　腫瘍領域設定部３１は、時系列に沿った複数の超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定す
る。具体的には、腫瘍領域設定部３１は、時系列に沿った複数の超音波画像のそれぞれに
表わされている肝腫瘍の領域の位置を特定し、各超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定す
る。ここで、超音波画像に表わされた肝腫瘍領域について図２を参照して説明する。図２
は、超音波画像に表わされた肝腫瘍領域を示す図である。図２（ａ）に示すように、腫瘍
領域設定部３１は、超音波画像１００に表わされた肝腫瘍領域１１０の位置を特定する。
例えば、実質相に取得された超音波画像に表わされた肝腫瘍領域は、周囲の組織よりも輝
度が低くなっているため、腫瘍領域設定部３１は、超音波画像において周囲の組織よりも
輝度が低くなっている肝腫瘍領域の位置を画像解析によって特定する。さらに、図２（ｂ
）に示すように、腫瘍領域設定部３１は、特定された肝腫瘍領域の座標を、他の超音波画
像に対して適用することにより、全ての超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定する。この
ように、腫瘍領域設定部３１は、鑑別対象となる全ての超音波画像に対して、肝腫瘍領域
を設定する。なお、腫瘍領域設定部３１が、この発明の「腫瘍領域設定手段」の１例に相
当する。
【００４３】
　腫瘍領域設定部３１は、各超音波画像を画像解析することで、各超音波画像から肝腫瘍
領域を抽出して、各超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定しても良い。
【００４４】
　また、操作者が、図示しない操作部を用いて、各超音波画像に表わされた肝腫瘍領域の
位置を指定することで、各超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定しても良い。この場合、
表示制御部６が、鑑別対象となっている各超音波画像を表示部７に表示させ、操作者は操
作部を用いて、各超音波画像上で肝腫瘍領域の位置を指定する。操作者によって各超音波
画像上の肝腫瘍領域の位置が指定されると、腫瘍領域設定部３１は、指定された位置を示
す座標情報に基づいて、各超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定する。
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【００４５】
（門脈領域設定部３２）
　門脈領域設定部３２は、時系列に沿った複数の超音波画像のそれぞれに表わされている
門脈の領域の位置に、関心領域（ＲＯＩ）を設定する。この実施形態では、門脈領域設定
部３２は、肝腫瘍領域に含まれない門脈の領域の位置に、関心領域（ＲＯＩ）を設定する
。以下、門脈領域に設定された関心領域（ＲＯＩ）を、「門脈ＲＯＩ」と称する。この門
脈ＲＯＩの設定は、操作者が行う。ここで、門脈ＲＯＩの設定例について図３を参照して
説明する。図３は、門脈領域に対する関心領域（ＲＯＩ）の設定例を示す図である。表示
制御部６が、鑑別対象となっている超音波画像１００を表示部７に表示させ、さらに、門
脈領域を設定するための門脈ＲＯＩ１２０を超音波画像１００に重ねて表示部７に表示さ
せる。この状態で、操作者は操作部を用いて、超音波画像１００上で門脈ＲＯＩ１２０を
移動させ、肝腫瘍領域に含まれない門脈領域を門脈ＲＯＩ１２０によって囲むことで門脈
領域を指定する。操作者によって各超音波画像上の門脈領域が指定されると、門脈領域設
定部３２は、指定された位置を示す座標情報に基づいて、各超音波画像に対して門脈領域
を設定する。なお、門脈領域設定部３２が、この発明の「関心領域設定手段」の１例に相
当する。
【００４６】
　操作者が操作部を用いて超音波画像に表わされた門脈の１点を指定し、門脈領域設定部
３２は指定された点の座標情報を受けて、指定された点を含む所定範囲の領域を門脈領域
として設定しても良い。
【００４７】
　以上のように、肝腫瘍領域と門脈領域に対する門脈ＲＯＩとが設定されると、領域設定
部３は、鑑別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像データと、各超音波画像に対し
て設定された肝腫瘍領域の位置を示す位置情報（座標情報）と、各超音波画像に対して設
定された門脈ＲＯＩの位置（門脈領域の位置）を示す位置情報（座標情報）とを、解析部
４のＴＩＣ作成部４１に出力する。
【００４８】
　また、領域設定部３は、鑑別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像データと、各
超音波画像に対して設定された肝腫瘍領域の位置を示す位置情報とを、種別判定部５の染
影パターン作成部５１に出力する。
【００４９】
（解析部４）
　解析部４は、ＴＩＣ作成部４１と、悪性度判定部４２と、時間特定部４５とを備えてい
る。解析部４は、領域設定部３によって設定された肝腫瘍領域と門脈領域とを対象にして
、超音波造影剤の濃染の時間変化（超音波造影剤の濃染過程）を求め、その濃染の時間変
化に基づいて肝腫瘍の悪性度を判定する。また、解析部４は、その濃染の時間変化に基づ
いて、血管相早期（動脈相）と血管相後期（門脈相）との境界の時間を特定する。
【００５０】
（ＴＩＣ作成部４１）
　ＴＩＣ作成部４１は、鑑別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像データに基づい
て、肝腫瘍領域における超音波造影剤の濃染の時間変化を表す曲線（Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅ
ｎｓｉｔｙ　Ｃｕｒｖｅ）（以下、「ＴＩＣ」と称する）と、門脈領域に設定された門脈
ＲＯＩにおけるＴＩＣとをそれぞれ求める。
【００５１】
　例えば、ＴＩＣ作成部４１は、超音波画像に設定された肝腫瘍領域における各画素の輝
度値（画素値）の平均（以下、「平均輝度」と称する）を求める。ＴＩＣ作成部４１は、
鑑別対象となる時系列に沿った全ての超音波画像について、肝腫瘍領域における平均輝度
を求める。そして、ＴＩＣ作成部４１は、各超音波画像における肝腫瘍領域の平均輝度の
時間変化を求めることで、肝腫瘍領域におけるＴＩＣを作成する。具体的には、ＴＩＣ作
成部４１は、各超音波画像における肝腫瘍領域の平均輝度を、時系列に沿って時間軸上に
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プロットすることでＴＩＣを作成する。１例として、ＴＩＣ作成部４１は、鑑別対象とな
る複数の超音波画像のうち、最も早い時間に取得された超音波画像の取得時間を基準時間
として、各超音波画像における肝腫瘍領域の平均輝度を、時間軸上にプロットすることで
ＴＩＣを作成する。以下、肝腫瘍領域におけるＴＩＣを、「肝腫瘍ＴＩＣ」と称する。
【００５２】
　同様に、ＴＩＣ作成部４１は、超音波画像に設定された門脈ＲＯＩにおける平均輝度を
求め、鑑別対象となる時系列に沿った全ての超音波画像について、門脈ＲＯＩにおける平
均輝度を求める。そして、ＴＩＣ作成部４１は、各超音波画像における門脈ＲＯＩの平均
輝度の時間変化を求めることで、門脈ＲＯＩにおけるＴＩＣを求める。以下、門脈ＲＯＩ
におけるＴＩＣを、「門脈ＴＩＣ」と称する。
【００５３】
　ここで、肝腫瘍領域におけるＴＩＣの１例を図４に示す。図４は、肝腫瘍領域における
ＴＩＣを示す図である。図４において、横軸は時間を表し、縦軸は平均輝度を表している
。図４には、肝腫瘍領域１１０における肝腫瘍ＴＩＣ２００が示されている。組織に超音
波造影剤が流入すると、その組織の輝度値が大きくなる。そのため、輝度値の大きさが超
音波造影剤の濃染の状態を表している。従って、各部位における輝度値の時間変化を表す
ＴＩＣは、各部位における超音波造影剤の濃染の時間変化（超音波造影剤の濃染過程）を
表していることになる。
【００５４】
　ＴＩＣ作成部４１は、肝腫瘍ＴＩＣのデータと門脈ＴＩＣのデータとを、悪性度判定部
４２のピーク検出部４３と、時間特定部４５のシフト処理部４７とに出力する。
【００５５】
　なお、ＴＩＣ作成部４１が、この発明の「第１時間変化算出手段」と「第２時間変化算
出手段」との１例に相当する。また、肝腫瘍ＴＩＣが、この発明の「第１時間変化」の１
例に相当し、門脈ＴＩＣが、この発明の「第２時間変化」の１例に相当する。
【００５６】
　この実施形態では、悪性度判定部４２が、肝腫瘍ＴＩＣに基づいて肝腫瘍の悪性度を判
定する。また、時間特定部４５が、肝腫瘍ＴＩＣと門脈ＴＩＣとに基づいて、血管相早期
（動脈相）と血管相後期（門脈相）との境界の時間を特定する。
【００５７】
（悪性度判定部４２）
　まず、悪性度判定部４２による悪性度の判定処理について説明する。悪性度判定部４２
は、ピーク検出部４３と第１判定部４４とを備えている。
【００５８】
（ピーク検出部４３）
　ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣの勾配を解析することで、肝腫瘍ＴＩＣのピーク点
を検出する。ここで、ピーク検出部４３によるピーク検出処理の１例について、図５を参
照して説明する。図５は、肝腫瘍領域におけるＴＩＣを示す図である。図５において、横
軸は時間を表し、縦軸は平均輝度を表している。ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣ２０
０の傾きを求めることで、肝腫瘍ＴＩＣ２００のピーク点の時間と輝度値（平均輝度）と
を求める。例えば、ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣ２００を微分することで、肝腫瘍
ＴＩＣ２００のピーク点を求める。図５に示す例では、ピーク検出部４３は、ピーク点Ｐ
１とピーク点Ｐ２とを検出し、ピーク点Ｐ１の時間及び輝度値（平均輝度）と、ピーク点
Ｐ２の時間及び輝度値（平均輝度）とを求める。なお、肝腫瘍ＴＩＣから求められたピー
ク点が、この発明の「第１ピーク点」の１例に相当する。
【００５９】
　また、ピーク検出部４３は、門脈ＴＩＣの勾配を解析することで、門脈ＴＩＣのピーク
点を検出する。すなわち、ピーク検出部４３は、門脈ＴＩＣの傾きを求めることで、門脈
ＴＩＣのピーク点の時間と輝度値（平均輝度）とを求める。なお、門脈ＴＩＣから求めら
れたピーク点が、この発明の「第２ピーク点」の１例に相当する。
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【００６０】
　ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣのピーク点の時間と輝度値（平均輝度）とを示す情
報を第１判定部４４に出力する。図５に示す例では、ピーク検出部４３は、ピーク点Ｐ１
及びピーク点Ｐ２について、それぞれの時間情報と輝度値とを第１判定部４４に出力する
。また、ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣのピーク数を、時間特定部４５の判断部４６
に出力する。図５に示す例では、ピーク点Ｐ１とピーク点Ｐ２とが検出されているため、
ピーク検出部４３は、ピーク数が２つであることを示す情報を判断部４６に出力する。ま
た、ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣのピーク点の時間情報と、門脈ＴＩＣのピーク点
の時間情報とを、時間特定部４５のシフト処理部４７に出力する。なお、ピーク検出部４
３が、この発明の「第１ピーク検出手段」と「第２ピーク検出手段」との１例に相当する
。
【００６１】
（第１判定部４４）
　第１判定部４４は、肝腫瘍ＴＩＣ２００のピーク点の時間情報と輝度値とに基づいて、
肝腫瘍の悪性度を判定する。ここで、悪性度の判定処理について、図６及び図７を参照し
て説明する。図６は、様々な状態におけるＴＩＣを示す図である。図７は、肝腫瘍の判定
処理を説明するためのフローチャートである。
【００６２】
　肝腫瘍領域におけるＴＩＣは、肝腫瘍の悪性度に応じて様々な形状となり得る。例えば
図６に示すＴＩＣ３１０～３６０のように、肝腫瘍の悪性度に応じて様々な形状となり得
る。肝腫瘍領域のＴＩＣにおいて検出されるピーク点は、動脈染影に起因するピーク点と
、門脈染影に起因するピーク点とがある。すなわち、ピーク点は２つ検出される。２つの
ピーク点のうち、早い時間のピーク点は動脈染影に起因するピーク点であり、遅い時間の
ピーク点は門脈染影に起因するピーク点である。図６に示すＴＩＣ３１０～ＴＩＣ３４０
には、それぞれ２つのピーク点（Ｑ１、Ｑ２）が存在する。早い時間のピーク点Ｑ１が動
脈染影に起因するピーク点であり、遅い時間のピーク点Ｑ２が門脈染影に起因するピーク
点である。一方、ＴＩＣ３５０及びＴＩＣ３６０のように、動脈と門脈のうちいずれかに
対する染影が弱いために、１つのピーク点Ｑのみが存在する場合がある。この場合のピー
ク点は１点とする。従って、ピーク検出部４３は、ピーク数が１つ又は２つとなるように
、ＴＩＣに平滑化処理を施したり、ピーク点の検出精度に適当な基準を設けたりすること
が好ましい。
【００６３】
　第１判定部４４は、肝腫瘍ＴＩＣ２００のピーク点の情報に基づいて、動脈と門脈のい
ずれかが支配的であるかを判断し、その判断に基づいて腫瘍の悪性度（分化度）を判定す
る。悪性度の判定処理について図７を参照して説明する。図７のフローチャートにおいて
、分類１～６は、図１５に示す分類１～６にそれぞれ対応する。
【００６４】
　まず、第１判定部４４は、肝腫瘍ＴＩＣ２００のピーク数に基づいて、肝腫瘍の悪性度
を分類する。ピーク数が１つの場合、このピーク点が門脈のピーク点である可能性もある
。しかしながら、肝腫瘍領域に動脈のピーク点が存在しないという場合は一般的にあり得
ないため、ピーク数が１つの場合には、そのピーク点を動脈染影に起因するピーク点であ
るとして扱う。そして、肝腫瘍ＴＩＣのピーク数が１つの場合、第１判定部４４は、肝腫
瘍の悪性度が分類５～６であると判定する。すなわち、その１つのピーク点は、動脈染影
に起因するピーク点であるとして処理するため、ピーク数が１つの場合は、門脈染影に起
因するピーク点の輝度値が低いか、ピーク点が存在しない状態となる。なお、図６に示す
ＴＩＣにおいては、ＴＩＣ３５０又はＴＩＣ３６０が、分類５～６に該当する。
【００６５】
　肝腫瘍ＴＩＣ２００のピーク数が２つの場合、第１判定部４４は、肝腫瘍ＴＩＣのピー
ク点の時間と輝度値（平均輝度）とに基づいて、肝腫瘍の悪性度を判定する。すなわち、
第１判定部４４は、２つのピーク点のうち相対的に早い時間におけるピーク点の輝度値と
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、相対的に遅い時間におけるピーク点の輝度値との輝度値の相対的な関係に基づいて、肝
腫瘍の悪性度を判定する。例えば、時間的に早い動脈のピーク点Ｐ１の輝度値が「中～低
」であり、時間的に遅い門脈のピーク点Ｐ２の輝度値が「高」である場合は、第１判定部
４４は、肝腫瘍の悪性度が分類１～２であると判定する。なお、図６に示すＴＩＣ３１０
とＴＩＣ３３０とが、分類１～２に該当する。
【００６６】
　また、動脈のピーク点Ｐ１の輝度値が「低～中」であり、門脈のピーク点Ｐ２の輝度値
が「中」である場合は、第１判定部４４は、肝腫瘍の悪性度が分類３～４であると判定す
る。なお、図６に示すＴＩＣ３２０が、分類３～４に該当する。また、動脈のピーク点Ｐ
１の輝度値が「中～高」であり、門脈のピーク点Ｐ２の輝度値が「低」である場合は、第
１判定部４４は、肝腫瘍の悪性度が分類４～５であると判定する。なお、図６に示すＴＩ
Ｃ３４０が、分類４～５に該当する。
【００６７】
　第１判定部４４は、肝腫瘍の悪性度を示す悪性度情報を表示制御部６と判定結果記憶部
２３とに出力する。判定結果記憶部２３は、悪性度の判定結果である悪性度情報を記憶す
る。また、表示制御部６は、悪性度情報が示す悪性度を表示部７に表示させる。なお、第
１判定部４４が、この発明の「第１判定手段」の１例に相当する。
【００６８】
　以上のように、この実施形態によると、時系列に沿った複数の超音波画像データに基づ
いて、肝腫瘍領域のＴＩＣのピーク点を求め、動脈染影に起因するピーク点の輝度値と、
門脈染影に起因するピーク点の輝度値との関係に基づいて、肝腫瘍の悪性度を客観的に判
定することが可能となる。すなわち、動脈血流量と門脈血流量との支配関係に基づいて、
肝腫瘍の悪性度を客観的に判定することが可能となる。
【００６９】
（時間特定部４５）
　次に、時間特定部４５による、血管相早期（動脈相）と血管相後期（門脈相）との境界
の時間を特定する処理について説明する。時間特定部４５は、判断部４６とシフト処理部
４７とを備えている。時間特定部４５による処理について、図８から図１０を参照して説
明する。図８は、血管相早期と血管相後期との境界の時間を特定するための処理を示すフ
ローチャートである。図９は、肝腫瘍領域におけるＴＩＣと、門脈領域に対する関心領域
（ＲＯＩ）におけるＴＩＣとを示す図である。図１０は、肝腫瘍領域におけるＴＩＣと、
門脈領域に対する関心領域（ＲＯＩ）におけるＴＩＣとを示す図である。
【００７０】
　以下、境界の時間を求める処理について、図８に示すフローチャートに従って説明する
。なお、図８に示すステップＳ０１の処理は、上述した領域設定部３が行う処理と同じで
ある。また、ステップＳ０２の処理は、上述したＴＩＣ作成部４１が行う処理と同じであ
る。また、ステップＳ０３の処理は、上述したピーク検出部４３が行う処理と同じである
。
【００７１】
（ステップＳ０１）
　上述したように、腫瘍領域設定部３１は、時系列に沿った複数の超音波画像のそれぞれ
に表わされている肝腫瘍領域の位置を特定し、各超音波画像に対して肝腫瘍領域を設定す
る。また、図３に示すように、門脈領域設定部３２は、時系列に沿った複数の超音波画像
のそれぞれに表わされている門脈領域の位置に、門脈ＲＯＩ１２０を設定する。この実施
形態では、操作者が操作部を用いて、超音波画像１００上で門脈ＲＯＩを移動させて、門
脈ＲＯＩ１２０によって肝腫瘍領域に含まれない門脈領域を囲むことで門脈領域を指定す
る。門脈領域設定部３２は、指定された箇所に門脈領域を設定する。領域設定部３は、鑑
別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像データと、各超音波画像に対して設定され
た肝腫瘍領域の位置を示す座標情報と、門脈ＲＯＩの位置を示す座標情報とを、解析部４
のＴＩＣ作成部４１に出力する。
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【００７２】
（ステップＳ０２）
　上述したように、ＴＩＣ作成部４１は、鑑別対象となる時系列に沿った全ての超音波画
像について、肝腫瘍領域における平均輝度を求めることで、平均輝度の時間変化を表す肝
腫瘍ＴＩＣを作成する。同様に、ＴＩＣ作成部４１は、鑑別対象となる時系列に沿った全
ての超音波画像について、門脈ＲＯＩにおける平均輝度を求めることで、平均輝度の時間
変化を表す門脈ＴＩＣを作成する。図９に、ＴＩＣ作成部４１によって作成された肝腫瘍
ＴＩＣ４００と、門脈ＴＩＣ４１０とを示す。ＴＩＣ作成部４１は、肝腫瘍ＴＩＣ４００
のデータと門脈ＴＩＣ４１０のデータとを、ピーク検出部４３とシフト処理部４７とに出
力する。
【００７３】
（ステップＳ０３）
　上述したように、ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣ４００の勾配を解析することで、
肝腫瘍ＴＩＣ４００のピーク点を検出する。同様に、ピーク検出部４３は、門脈ＴＩＣ４
１０の勾配を解析することで、門脈ＴＩＣ４１０のピーク点を検出する。ピーク検出部４
３は、肝腫瘍ＴＩＣ４００のピーク点の時間情報と、門脈ＴＩＣ４１０のピーク点の時間
情報とを、シフト処理部４７に出力する。また、ピーク検出部４３は、肝腫瘍ＴＩＣ４０
０のピーク数を示す情報を、時間特定部の判断部４６に出力する。
【００７４】
　ここで、ピーク検出部４３によって検出されたピーク点について、図１０を参照して説
明する。ピーク点Ｐ５及びピーク点Ｐ６は、肝腫瘍ＴＩＣ４００から検出されたピーク点
である。これらのうち、早い時間のピーク点Ｐ６は動脈染影に起因するピーク点であり、
遅い時間のピーク点Ｐ５は門脈染影に起因するピーク点である。また、ピーク点Ｐ７は、
門脈ＴＩＣ４１０から検出されたピーク点である。このようにピーク点が検出されると、
ピーク検出部４３は、ピーク点Ｐ５の時間情報、ピーク点Ｐ６の時間情報、及びピーク点
Ｐ７の時間情報を、シフト処理部４７に出力する。また、ピーク検出部４３は、肝腫瘍Ｔ
ＩＣ４００のピーク数を示す情報を、時間特定部４５の判断部４６に出力する。
【００７５】
（ステップＳ０４）
　判断部４６は、悪性度判定部４２のピーク検出部４３から出力された、肝腫瘍ＴＩＣの
ピーク数を示す情報を受けて、肝腫瘍ＴＩＣのピーク数が１点か２点かによって、処理の
実行の有無を判断する。
【００７６】
　肝腫瘍ＴＩＣのピーク数が１つの場合、判断部４６は、ステップ０５以降の処理の実行
を中止すると判断する。このように判断されると、ステップＳ０５以降の処理の実行は中
止され、他の手段によって、血管相早期（動脈相）と血管相後期（門脈相）との境界の時
間を特定することになる。例えば、動脈のピークから一定時間後の時間、又は、超音波造
影剤を被検体に注入した後の一定時間後の時間を、境界時間とする。または、操作者が超
音波画像を目視することで、境界時間を判断する。
【００７７】
　一方、肝腫瘍ＴＩＣのピーク数が２つの場合、判断部４６は、ステップＳ０５以降の処
理を実行すると判断する。例えば図９及び図１０に示すように、肝腫瘍ＴＩＣ４００のピ
ーク数が２つある場合には（ピーク点Ｐ５、Ｐ６）、判断部４６は、ステップＳ０５以降
の処理を実行すると判断する。
【００７８】
　判断部４６は、処理の実行又は中止の指示をシフト処理部４７に出力する。処理を実行
すると判断した場合、シフト処理部４７は、その判断に従ってステップＳ０５以降の処理
を実行する。
【００７９】
（ステップＳ０５）
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　シフト処理部４７は、ＴＩＣ作成部４１から出力された、肝腫瘍ＴＩＣのデータと門脈
ＴＩＣのデータとを受ける。また、シフト処理部４７は、ピーク検出部４３から出力され
た、肝腫瘍ＴＩＣのピーク点の時間情報と門脈ＴＩＣのピーク点の時間情報とを受ける。
そして、シフト処理部４７は、肝腫瘍ＴＩＣにおける門脈のピーク点の時間と、門脈ＴＩ
Ｃにおけるピーク点の時間とが一致するように、門脈ＴＩＣを時間方向にシフトさせる。
【００８０】
　ここで、シフト処理部４７による処理の１例について、図１０を参照して説明する。シ
フト処理部４７は、肝腫瘍ＴＩＣ４００における門脈のピーク点Ｐ５の時間と、門脈ＴＩ
Ｃ４１０のピーク点Ｐ７の時間とが一致するように、門脈ＴＩＣ４１０を時間方向にシフ
トさせる。すなわち、シフト処理部４７は、肝腫瘍ＴＩＣ４００のピーク点Ｐ５、Ｐ６の
うち、遅い時間のピーク点Ｐ５（門脈染影に起因するピーク点）の時間と、門脈ＴＩＣ４
１０のピーク点Ｐ７の時間とが一致するように、門脈ＴＩＣ４１０を時間方向にシフトさ
せる。これにより、ピーク点Ｐ７は、ピーク点Ｐ８にシフトする。また、門脈ＴＩＣ４２
０は、門脈ＴＩＣ４１０を時間方向にシフトさせたものである。
【００８１】
（ステップＳ０６）
　そして、シフト処理部４７は、シフト処理後の門脈ＴＩＣ４２０の立ち上がり時間Ｔ１
０を特定し、この時間Ｔ１０を、血管相早期（動脈相）と血管相後期（門脈相）との境界
の時間とする。すなわち、シフト処理前の門脈ＴＩＣ４１０の立ち上がり時間Ｔ９は、上
記のシフト処理によって、門脈ＴＩＣ４２０の立ち上がり時間Ｔ１０へとシフトしている
。シフト処理部４７は、この時間Ｔ１０を検出して境界時間とする。例えば、シフト処理
部４７は、門脈ＴＩＣ４２０の輝度値（平均輝度）が閾値以上になった時点を、立ち上が
り時間Ｔ１０として検出する。また、シフト処理部４７は、門脈ＴＩＣ４２０の傾きが閾
値以上となった時点を、立ち上がり時間Ｔ１０として検出しても良い。なお、時間特定部
４５が、この発明の「時間特定手段」の１例に相当する。
【００８２】
　換言すると、シフト処理部４７は、肝腫瘍ＴＩＣ４００のピーク点Ｐ５の時間と、門脈
ＴＩＣ４１０のピーク点Ｐ７の時間との差を求め、門脈ＴＩＣ４１０が示す造影剤による
染影開始の時間（門脈ＴＩＣ４１０の立ち上がり時間Ｔ９）に、その差を加えた時間（時
間Ｔ１０）を境界時間として求める。
【００８３】
　ここで、ステップＳ０５、Ｓ０６における処理の意味について説明する。肝腫瘍領域に
おいて、動脈相と門脈相との境界の時間は、肝腫瘍領域における門脈の染まり始めの時間
Ｔ１１（図示しない）とほぼ一致するとされている。この時間Ｔ１１と上記の時間Ｔ９と
は、いずれも門脈ＴＩＣの立ち上がり時間であるが、時間Ｔ１１と時間Ｔ９とでは、肝臓
の状態や、肝腫瘍領域と門脈との間の距離などによって、差が生じる可能性がある。そこ
で、この時間差を補正するために、肝腫瘍ＴＩＣ４００のピーク点Ｐ５（門脈のピーク）
に対して、門脈ＴＩＣ４１０のピーク点Ｐ７が一致するように、門脈ＴＩＣ４１０を時間
方向にシフトさせる。この実施形態では、このようにして求められた時間Ｔ１０を上記の
時間Ｔ１１とみなして境界時間とする。
【００８４】
　以上のように、この実施形態によると、時系列に沿った複数の超音波画像データに基づ
いて、肝腫瘍領域のＴＩＣのピーク点と門脈領域のＴＩＣのピーク点とを求め、門脈染影
に起因するピーク点の時間に基づいて、動脈相と門脈相との境界時間を客観的に求めるこ
とが可能となる。
【００８５】
　シフト処理部４７は、動脈相と門脈相との境界時間を示す境界時間情報を、表示制御部
６と判定結果記憶部２３とに出力する。判定結果記憶部２３は、境界時間を示す境界時間
情報を記憶する。また、表示制御部６は、境界時間情報に基づいて境界時間を表示部７に
表示させる。また、シフト処理部４７は、境界時間情報を種別判定部５に出力する。
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【００８６】
（種別判定処理）
　次に、種別判定部５による肝腫瘍の種別の判定処理について、図１１を参照して説明す
る。図１１は、肝腫瘍の種別ごとの染影パターンを説明するための図である。なお、図１
１（ａ）は、時系列に沿って取得された超音波画像を示す図であり、肝腫瘍を中心とした
周囲の染影パターンを、血管相早期（動脈相）から血管相後期（門脈相）を経て実質相に
至る時系列に沿って模式化して示している。
【００８７】
（種別染影パターン記憶部２２）
　種別染影パターン記憶部２２は、超音波画像における肝腫瘍の時系列に沿った超音波造
影剤の染影パターンを、肝腫瘍の種別（原発性肝癌、転移性肝癌、及び血管腫）ごとに分
類した種別染影パターンとして記憶する。なお、種別染影パターン記憶部２２が、この発
明の「種別染影パターン記憶手段」の１例に相当する。
【００８８】
　具体的には、種別染影パターン記憶部２２は、「レボビスト造影超音波による肝腫瘍性
病変の鑑別診断．Ｒａｄ　Ｆａｎ　Ｖｏｌ．２　Ｎｏ．２：６２－６５，２００４」にて
開示されている肝腫瘍の種別に特異的な染影パターンに基づいた種別染影パターンを記憶
する。
【００８９】
　ここで、図１１（ａ）を参照して、肝腫瘍の種別に特異的な時系列に沿った染影パター
ンについて説明する。図１１（ａ）に示すように、原発性肝癌の時系列に沿った染影パタ
ーンは、血管相早期（動脈相）から血管相後期（門脈相）にかけて、肝腫瘍の領域全体が
次第に染影された後、実質相において、内部領域を除く肝腫瘍の一部及び肝腫瘍の周囲に
ある肝実質が染影される染影パターンになる。また、転移性肝癌の染影パターンは、血管
相早期から血管相後期にかけて、肝腫瘍の境界を中心として外側から内側にいたる領域が
次第に染影された後、実質相において、肝腫瘍の全体が染影されず、肝腫瘍の周囲にある
肝実質が染影される染影パターンになる。また、血管腫の染影パターンは、血管相早期か
ら血管相後期にかけて、肝腫瘍の内部領域を除く領域が次第に染影された後、実質相にお
いて、内部領域を除く肝腫瘍の一部及び肝腫瘍の周囲の肝実質が染影される染影パターン
になる。
【００９０】
　ここで、図１１（ａ）に示す肝腫瘍の種別に特異的な時系列に沿った染影パターンを、
超音波画像の肝腫瘍を含む領域における各画素の輝度値の平均（平均輝度）と、各画素の
輝度値の標準偏差（以下、「標準偏差」と省略する）との２つのパラメータに基づいてパ
ターン化すると、肝腫瘍の種別に特異的な時系列に沿った染影パターンとして表わすこと
ができる。
【００９１】
　例えば図１１（ｂ）に示すように、肝腫瘍が原発性肝癌の場合、平均輝度（実線）は、
時間経過とともに上昇した後、安定する変動パターンとなり、標準偏差（輝度値のばらつ
き）（破線）は、小さい値で推移した後、急激に上昇する変動パターンとなる。また、肝
腫瘍が転移性肝癌の場合、平均輝度は、時間経過とともに情報した後、低下する変動パタ
ーンとなり、標準偏差は、急激に情報した後、緩やかな上昇となり、やがて低下する変動
パターンとなる。また、肝腫瘍が血管腫の場合、平均輝度及び標準偏差は、時間経過とと
もに上昇した後、安定する変動パターンとなる。
【００９２】
　種別染影パターン記憶部２２は、図１１（ｂ）に示す肝腫瘍の種別ごとの平均輝度及び
標準偏差の時系列に沿った変動パターン（グラフ）を、種別染影パターンとして記憶する
。
【００９３】
　なお、種別染影パターン記憶部２２が記憶する種別染影パターンは、図１１（ｂ）に示
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すグラフに限定されず、肝腫瘍の種別ごとの平均輝度及び標準偏差の数値を時系列に対応
付けたテーブルであっても良い。
【００９４】
（種別判定部５）
　種別判定部５は、染影パターン作成部５１と第２判定部５２とを備えている。種別判定
部５は、腫瘍領域設定部３１によって複数の超音波画像に対して設定された肝腫瘍の種別
が、原発性肝癌、転移性肝癌、及び血管腫のいずれに相当するかを、種別染影パターン記
憶部２２が記憶する種別染影パターンに基づいて判定する。
【００９５】
（染影パターン作成部５１）
　染影パターン作成部５１は、鑑別対象となる時系列に沿った複数の超音波画像データと
、各超音波画像に対して設定された肝腫瘍領域の位置を示す位置情報とを、領域設定部３
から受ける。染影パターン作成部５１は、超音波画像に設定された肝腫瘍領域における各
画素の輝度値の平均（平均輝度）と標準偏差（輝度値のばらつき）とを求める。染影パタ
ーン作成部５１は、鑑別対象となる時系列に沿った全ての超音波画像について、肝腫瘍領
域における平均輝度及び標準偏差を求める。そして、染影パターン作成部５１は、各超音
波画像における肝腫瘍領域の平均輝度の時間変化と標準偏差の時間変化とを求めることで
、平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンを作成する。染影パターン作成部
５１は、平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンを第２判定部５２に出力す
る。染影パターン作成部５１よって作成された、平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った
変動パターンを、種別染影パターンとして種別染影パターン記憶部２２に記憶させても良
い。なお、平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンが、この発明の「画素値
の平均値及び標準偏差の時間変化」の１例に相当する。
【００９６】
（第２判定部５２）
　第２判定部５２は、肝腫瘍領域における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パ
ターンと、種別染影パターン記憶部２２に記憶されている種別染影パターン、すなわち、
肝腫瘍の種別ごとの平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンとのパターンマ
ッチグを行う。第２判定部５２は、このパターンマッチングによって、肝腫瘍領域におけ
る平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンを、いずれかの種別染影パターン
に分類することで、鑑別対象となる超音波画像に表わされている肝腫瘍の種別を判定する
。例えば、第２判定部５２は、肝腫瘍領域における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿っ
た変動パターンが、どの種別染影パターンに最も近似するかを比較判定することで、肝腫
瘍の種別を判定する。第２判定部５２は、変動パターンが最も近似する種別染影パターン
を特定し、特定された種別染影パターンが示す種別を、鑑別対象となる肝腫瘍の種別であ
ると判定する。
【００９７】
　例えば、肝腫瘍領域における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンと、
原発性肝癌における染影パターンとが一致する場合、第２判定部５２は、肝腫瘍の種別を
「原発性肝癌」と判定する。
【００９８】
　種別判定部５は、肝腫瘍の種別判定結果を示す種別情報を、表示制御部６と判定結果記
憶部２３とに出力する。判定結果記憶部２３は、種別の判定結果を示す種別情報を記憶す
る。また、表示制御部６は、種別情報に基づいて、肝腫瘍の種別の判定結果を表示部７に
表示させる。なお、種別判定部５が、この発明の「種別判定手段」の１例に相当する。
【００９９】
　第２判定部５２による肝腫瘍の判定処理は、上述したグラフの形状をパターンマッチン
グすることのみに限定されるものではない。例えば、種別染影パターン記憶部２２は、肝
腫瘍の種別ごとの平均輝度及び標準偏差の数値を時系列に対応付けたテーブルを種別染影
パターンとして記憶する。そして、第２判定部５２は、時系列に沿った超音波画像に設定
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された肝腫瘍領域の平均輝度と標準偏差とを求める。第２判定部５２は、平均輝度及び標
準偏差を算出した超音波画像が取得された時相に対応する種別染影パターンそれぞれの平
均輝度及び標準偏差の数値を、種別染影パターン記憶部２２が記憶するテーブルから読み
出す。そして、第２判定部５２は、肝腫瘍領域における平均輝度及び標準偏差が、どの肝
腫瘍の種別染影パターンに最も近いかを比較判定する。第２判定部５２は、各時相におけ
る比較判定結果に基づき、例えば多数決により肝腫瘍の種別を判定する。
【０１００】
　また、染影パターン作成部５１は、解析部４の時間特定部４５によって求められた、動
脈相と門脈相との境界時間に基づいて、時系列に沿った複数の超音波画像データを、時相
ごとに分類し、時相ごとに染影パターンを作成しても良い。すなわち、時間特定部４５に
よって上記の境界時間が求められているため、染影パターン作成部５１は、その境界時間
に基づいて、時系列に沿った複数の超音波画像データを、動脈相における複数の超音波画
像データと、門脈相における複数の超音波画像データとに分類することができる。そして
、染影パターン作成部５１は、各時相に含まれる複数の超音波画像データに基づいて、平
均輝度の時間変化と標準偏差の時間変化とを個々の時相ごとに求めることで、平均輝度及
び標準偏差の時系列に沿った変動パターンを個々の時相ごとに作成することができる。す
なわち、染影パターン作成部５１は、動脈相における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿
った変動パターンと、門脈相における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パター
ンとを分離して作成することができる。この実施形態では、動脈相と門脈相との境界の時
間を客観的に求めることができるため、動脈相における変動パターンと門脈相における変
動パターンとを客観的に分離して作成することが可能となる。
【０１０１】
　この場合、例えば、第２判定部５２は、動脈相における肝腫瘍の種別ごとの種別染影パ
ターンを種別染影パターン記憶部２２から読み出す。そして、第２判定部５２は、動脈相
における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パターンと、動脈相における種別染
影パターンとのパターンマッチングにより、肝腫瘍の種別を判定する。または、第２判定
部５２は、門脈相における肝腫瘍の種別ごとの種別染影パターンを種別染影パターン記憶
部２２から読み出して、門脈相における平均輝度及び標準偏差の時系列に沿った変動パタ
ーンと、門脈相における種別染影パターンとのパターンマッチングにより、肝腫瘍の種別
を判定しても良い。なお、動脈相における肝腫瘍の種別ごとの種別染影パターンと、門脈
相における肝腫瘍の種別ごとの種別染影パターンとは、予め作成されて種別染影パターン
記憶部２２に記憶されている。
【０１０２】
　上述した悪性度判定において、ピークが１点しか検出されなかった場合、そのピークが
本当に動脈染影に起因するピークであるか、操作者が疑いを持つおそれがある。そこで、
肝腫瘍領域における肝腫瘍ＴＩＣと、門脈ＲＯＩにおける門脈ＴＩＣとを、表示部７に同
時に表示させても良い。この表示の１例を図１２に示す。図１２は、肝腫瘍領域における
ＴＩＣと、門脈ＲＯＩにおけるＴＩＣとを示す図である。表示制御部６は、ＴＩＣ作成部
４１によって作成された肝腫瘍領域における肝腫瘍ＴＩＣ５００（実線）と、ＴＩＣ作成
部４１によって作成された門脈ＲＯＩにおける門脈ＴＩＣ５１０（破線）とを、表示部７
に同時に表示させる。操作者は、表示部７に表示されている肝腫瘍ＴＩＣ５００と門脈Ｔ
ＩＣ５１０とを観察することで、門脈の染影が肝腫瘍ＴＩＣ５００に影響を与えているか
否かを判断することが可能となる。すなわち、肝腫瘍領域における染影が、動脈への血流
が支配的であるか否かを判断することが可能となる。
【０１０３】
　なお、表示部７は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどのモニタで構成され、表示制御部６
の制御により、悪性度、動脈相と門脈相との境界時間、又は、肝腫瘍の種別を表示する。
【０１０４】
　なお、腫瘍領域設定部３１、解析部４、種別判定部５、及び表示制御部６を、それぞれ
図示しないＣＰＵと、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤなどの図示しない記憶装置とによって構成
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領域設定プログラム、解析部４の機能を実行するための解析プログラム、種別判定部５の
機能を実行するための種別判定プログラム、及び、表示制御部６の機能を実行するための
表示制御プログラムが記憶されている。解析プログラムには、ＴＩＣ作成部４１の機能を
実行するためのＴＩＣ作成プログラム、悪性度判定部４２の機能を実行するための悪性度
判定プログラム、及び、時間特定部４５の機能を実行するための時間特定プログラムが含
まれている。また、悪性度判定プログラムには、ピーク検出部４３の機能を実行するため
のピーク検出プログラムと、第１判定部４４の機能を実行するための第１判定プログラム
とが含まれている。また、時間特定プログラムには、判断部４６の機能を実行するための
判断プログラムと、シフト処理部４７の機能を実行するためのシフト処理プログラムとが
含まれている。また、種別判定プログラムには、染影パターン作成部５１の機能を実行す
るための染影パターン作成プログラムと、第２判定部５２の機能を実行するための第２判
定プログラムとが含まれている。そして、ＣＰＵが、各プログラムを実行することで、各
部の機能を実行する。
【０１０５】
　なお、腫瘍領域設定プログラム、解析プログラム、及び表示制御プログラムによって、
この発明の「医用画像処理プログラム」の１例を構成する。
【０１０６】
　なお、医用画像処理装置１と超音波画像取得装置８とを備えた超音波診断装置によって
も、この実施形態に係る医用画像処理装置１と同じ作用及び効果を奏することができる。
医用画像処理装置１と超音波画像取得装置８とによって、この発明の「超音波診断装置」
の１例を構成する。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　医用画像処理装置
　３　領域設定部
　４　解析部
　５　種別判定部
　６　表示制御部
　７　表示部
　８　超音波画像取得装置
　２１　画像記憶部
　２２　種別染影パターン記憶部
　２３　判定結果記憶部
　３１　腫瘍領域設定部
　３２　門脈領域設定部
　４１　ＴＩＣ作成部
　４２　悪性度判定部
　４３　ピーク検出部
　４４　第１判定部
　４５　時間特定部
　４６　判断部
　４７　シフト処理部
　５１　染影パターン作成部
　５２　第２判定部
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要解决的问题：提供一种能够确定肝肿瘤恶性程度的医学图像处理器。
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确定肝肿瘤的恶性程度。显示控制器6在显示部分7上显示恶性程度
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